
○ 津 別 町 就 業 体 験 学 習 ( イ ン タ ー ン シ ッ プ ) 実 施 要 綱  

( 平 成 2 1 年 7 月 1 3 日 告 示 第 5 0 号 )  

改 正  令 和 3 年 3 月 1 2 日 告 示 第 3 2 号  
 

( 趣 旨 )  

第 1 条  こ の 要 綱 は 、 津 別 町 に お い て 就 業 体 験 学 習 ( イ ン タ ー ン シ

ッ プ 。 以 下 「 実 習 」 と い う 。 ) を 希 望 す る 学 生 及 び 生 徒 ( 以 下 「 実

習 生 」 と い う 。 ) を 受 け 入 れ る 場 合 の 基 本 的 事 項 に つ い て 定 め る

も の で あ る 。  

( 目 的 )  

第 2 条  実 習 は 、 大 学 院 、 大 学 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 及 び 高

等 学 校 ( 以 下 「 大 学 等 」 と い う 。 ) に お け る 教 育 プ ロ グ ラ ム に 津 別

町 が 協 力 し 、 実 習 を 通 じ て 、 津 別 町 が 学 生 及 び 生 徒 に 対 し 、 職 業

意 識 啓 発 及 び キ ャ リ ア 形 成 の 支 援 に 資 す る こ と と す る と と も に 、

地 方 行 政 及 び 津 別 町 へ の 理 解 を 深 め る 機 会 を 提 供 す る こ と を 目 的

と す る 。  

( 実 習 の 期 間 )  

第 3 条  実 習 の 期 間 は 、 原 則 と し て 、 1 か 月 を 超 え な い も の と し 、

津 別 町 と 大 学 等 が 協 議 の 上 決 定 す る 。  

( 実 習 の 時 間 )  

第 4 条  実 習 の 時 間 は 、 原 則 と し て 、 津 別 町 職 員 の 勤 務 時 間 に 準

ず る も の と す る 。 た だ し 、 実 習 生 が 高 校 生 の 場 合 は 、 こ の 時 間 の

範 囲 内 で 短 縮 す る こ と が で き る も の と し 、 実 習 生 が 高 校 生 以 外 の

場 合 は 、 実 習 生 の 指 導 及 び 監 督 を 担 当 す る 職 員 ( 以 下 「 指 導 員 」

と い う 。 ) が 必 要 と 認 め 、 あ ら か じ め 実 習 生 が 同 意 し た 場 合 に は 、

こ の 時 間 の 範 囲 外 に 実 習 を 実 施 す る こ と が で き る も の と す る 。  

( 実 習 の 対 象 者 )  

第 5 条  実 習 の 対 象 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 当 て は ま る 者 と し て 、

大 学 等 か ら 推 薦 さ れ た 者 と す る 。  

( 1 )  意 欲 を 持 っ て 、 実 習 に 取 り 組 む こ と が で き る 者  

( 2 )  服 務 規 律 を 遵 守 す る こ と が で き る 者  



( 受 入 れ 手 続 )  

第 6 条  町 長 は 、 大 学 等 か ら の 実 習 生 受 入 れ の 要 請 が あ り 、 津 別

町 の 業 務 に 支 障 が な い と 見 込 ま れ る と き は 、 受 入 れ の 手 続 を 行 う

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 前 に 大 学 等 は 別 記 様 式 1 を 町

長 に 提 出 す る も の と し 、 町 長 は 受 入 れ の 可 否 を 大 学 等 に 通 知 す る

も の と す る 。  

( 実 習 の 実 施 方 法 )  

第 7 条  町 長 は 、 実 習 生 を 受 け 入 れ る 課 等 の 決 定 に つ い て は 、 実

習 生 の 希 望 を 最 大 限 に 生 か し な が ら 、 各 課 長 等 と 相 談 し 決 定 す る

も の と す る 。  

2  受 け 入 れ る こ と と な っ た 課 の 課 長 等 は 、 指 導 員 を 指 定 す る も の

と す る 。 指 導 員 は 、 実 習 生 に 対 す る 実 習 計 画 を 作 成 す る 等 の 方 法

に よ り 、 実 習 を 適 正 か つ 効 果 的 な 実 施 に 努 め る も の と す る 。  

3  実 習 生 は 、 実 習 期 間 終 了 後 に 実 習 内 容 に 関 す る 報 告 書 を 作 成 し 、

指 導 員 に 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 実 習 生 が 大 学 等 に 実 習 に

関 わ る 報 告 書 等 を 提 出 す る 場 合 は 、 そ の 写 し の 提 出 を も っ て 代 え

る こ と が で き る 。  

( 服 務 等 )  

第 8 条  実 習 生 の 服 務 等 の 取 扱 い は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  実 習 期 間 中 、 実 習 生 は 地 方 公 務 員 と し て の 身 分 は 保 有 し な

い が 、 服 務 に つ い て は 、 原 則 と し て 津 別 町 職 員 の 服 務 に 準 ず る

も の と し 、 実 習 に 専 念 す る と と も に 、 指 導 員 の 指 導 ・ 監 督 等 及

び 津 別 町 職 員 が 遵 守 す べ き 法 令 及 び 規 則 等 に 従 わ な け れ ば な ら

な い 。  

( 2 )  実 習 生 は 、 津 別 町 の 職 務 の 信 用 を 傷 つ け 、 又 は 、 不 名 誉 と

な る よ う な 行 為 を し て は な ら な い 。  

( 3 )  実 習 生 は 、 正 当 な 事 由 に よ り 、 予 定 さ れ て い る 実 習 を 受 け

ら れ な い 場 合 は 、 あ ら か じ め 指 導 員 に そ の 旨 連 絡 し 、 そ の 指 示

に 従 う も の と す る 。  



( 4 )  実 習 期 間 の う ち 5 分 の 1 以 上 欠 席 し た 場 合 及 び そ の 他 実 習

生 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た と き は 、 実 習 を 打 ち 切 る

こ と が で き る も の と す る 。 実 習 を 打 ち 切 っ た 場 合 は 、 速 や か に

大 学 等 に そ の 旨 を 通 知 す る こ と と す る 。  

( 5 )  実 習 生 の 懲 戒 、 賠 償 等 に 関 す る 最 終 的 な 責 任 は 、 大 学 等 で

負 う も の と す る 。  

( 実 習 に 係 る 費 用 負 担 )  

第 9 条  実 習 生 に 係 る 赴 任 旅 費 、 給 与 及 び 諸 手 当 、 そ の 他 実 習 に

関 す る す べ て の 経 費 は 、 原 則 と し て 実 習 生 個 人 又 は 大 学 等 の 負 担

と す る 。  

( 個 人 情 報 の 保 護 及 び 実 習 結 果 の 公 表 )  

第 1 0 条  実 習 生 は 、 実 習 中 に 知 り 得 た 個 人 情 報 等 を 漏 ら し て は な

ら な い 。 実 習 終 了 後 も 同 様 と す る 。 ま た 実 習 生 は 、 実 習 の 成 果 と

し て 論 文 等 を 外 部 へ 発 表 す る 場 合 は 、 事 前 に 津 別 町 長 の 承 認 を 得

な け れ ば な ら な い 。  

( 災 害 補 償 )  

第 1 1 条  実 習 生 は 、 原 則 と し て 、 学 生 教 育 研 究 災 害 傷 害 保 険 及 び

イ ン タ ー ン シ ッ プ 等 賠 償 責 任 保 険 そ の 他 の 傷 害 保 険 ( 以 下 「 保 険 」

と い う 。 ) に 加 入 す る も の と す る 。  

2  実 習 生 が 実 習 に よ り 傷 害 を 負 っ た 場 合 は 、 実 習 生 の 加 入 す る 保

険 に よ り 補 償 す る 。  

3  実 習 生 が 津 別 町 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 法 令 に 従 っ

て 処 理 し 、 保 険 に よ り 補 償 す る 。  

4  第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 保 険 の 利 用 等 に 関 す る 必 要 な

手 続 は 、 大 学 等 で 行 う も の と す る 。  

( 誓 約 )  

第 1 2 条  実 習 生 は 、 別 記 様 式 2 に よ り 、 第 8 条 に 規 定 す る 服 務 規

律 の 遵 守 に 係 る 誓 約 を し な け れ ば な ら な い 。  

( 実 習 の 証 明 等 )  



第 1 3 条  指 導 員 、 担 当 課 長 及 び 受 入 れ 担 当 は 、 大 学 等 か ら 求 め ら

れ た 場 合 は 、 実 習 生 の 実 習 内 容 等 に つ い て 証 明 等 を 行 う も の と す

る 。  

( 庶 務 )  

第 1 4 条  実 習 生 受 入 れ に 係 る 庶 務 は 、 総 務 課 で 行 う 。  

( そ の 他 )  

第 1 5 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 当 該 実 習 の 実 施 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

2  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の 実 施 要 綱 に 関 し 疑 義 が 生 じ

る 等 の 問 題 が 生 じ た 事 項 に つ い て は 、 総 務 課 長 、 受 入 れ 担 当 課 長 、

大 学 等 、 実 習 生 等 が 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 ( 令 和 3 年 3 月 1 2 日 告 示 第 3 2 号 )  

こ の 告 示 は 、 令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

様 式 第 1 ( 第 6 条 関 係 )  

就 業 体 験 学 習 申 込 書  

[ 別 紙 参 照 ]  

様 式 第 2 ( 第 1 2 条 関 係 )  

誓 約 書  

[ 別 紙 参 照 ]  


